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鹿児島県告示第620号

介護保険法（平成９年法律第123号）第46条第１項の規定により，次のとおり指定居宅介護

支援事業者として指定した。

平成29年５月２日

鹿児島県知事 三反園訓

事 業 所 申 請 者
指 定 年 月 サ ー ビ ス

主たる事務所の 代表者の氏
名 称 所 在 地 名 称 日 の 種 類

所在地 名

居宅介護支援事 熊毛郡屋久島町 合同会社アイメ 熊毛郡屋久島町 岩切 里美 平成29年 居 宅 介 護

業所ひばり 尾之間913－１ ディック 尾之間913－１ ５ 月 １ 日 支 援

鹿児島県告示第621号

肥料取締法（昭和25年法律第127号）第12条第２項の規定により，次のとおり肥料の登録の

有効期間を更新した。

平成29年５月２日

鹿児島県知事 三反園訓

更 新 後 の 生 産 業 者
登録番 肥 料 の 種 肥 料 の 名

登 録 の 有 保証成分量（％） その他の規格 氏 名 又 は
号 類 称 住 所

効 期 限 名 称

鹿児島 平成32年 混 合 石 灰 果 樹 園 芸 アルカリ分50.0 含有を許される有 株 式 会 社 姶 良 市 加

県肥第 ６ 月 ７ 日 肥 料 用 粒 状 混 可溶性苦土 9.0 害成分の最大量及 南 洲 石 灰 治 木 町 港

1097号 合 石 灰 肥 びその他の制限事 工 業 町180番地

料 項は公定規格のと
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おり

鹿児島 平成32年 混 合 石 灰 果 樹 園 芸 アルカリ分50.0 含有を許される有 株 式 会 社 姶 良 市 加

県肥第 ６ 月 ７ 日 肥 料 用 混 合 石 可溶性苦土 9.0 害成分の最大量及 南 洲 石 灰 治 木 町 港

1098号 灰 肥 料 びその他の制限事 工 業 町180番地

項は公定規格のと

おり

鹿児島 平成32年 混 合 石 灰 茶 果 樹 園 アルカリ分40.0 含有を許される有 株 式 会 社 姶 良 市 加

県肥第 ６月23日 肥 料 芸 用 粒 状 可溶性苦土10.0 害成分の最大量及 南 洲 石 灰 治 木 町 港

1169号 混 合 石 灰 びその他の制限事 工 業 町180番地

肥 料 項は公定規格のと

おり

鹿児島県告示第622号

測量法（昭和24年法律第188号）第14条第２項の規定により，国土地理院長から平成28年７

月29日鹿児島県告示第742号で告示した基本測量の実施は，平成29年３月24日終了した旨の通

知があった。

平成29年５月２日

鹿児島県知事 三反園訓

鹿児島地域振興局告示第14号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

46条第２項の規定により，指定障害福祉サービス事業者から次のとおり指定障害福祉サービス

の事業の廃止の届出があった。

平成29年５月２日

鹿児島地域振興局長 本田勝規

事 業 所 指定障害福祉サービス事業者 障 害 福 祉
廃 止 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 サ ー ビ ス
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 の 種 類

みどりホーム 日置市伊集院町 社会福祉法人明 日置市伊集院町 桑水流久子 平成29年 共 同 生 活

猪鹿倉661番地 和会 下神殿1420番地 ４月30日 援 助

４ １

北地域振興局告示第６号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

29条第１項の規定により，次のとおり指定障害福祉サービス事業者として指定した。

平成29年５月２日

北地域振興局長 中堂薗哲郎

事 業 所 申 請 者 障 害 福 祉
指 定 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 サ ー ビ ス
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 の 種 類

訪問介護ステー 薩摩川内市東郷 合同会社ライフ 薩摩川内市東郷 迫田イソ子 平成29年 同 行 援 護

ション華 町斧渕6418番地 ケア華 町斧渕6418番地 ５ 月 １ 日

２ ２

姶良・伊佐地域振興局告示第15号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

46条第２項の規定により，指定障害福祉サービス事業者から次のとおり指定障害福祉サービス

の事業の廃止の届出があった。

平成29年５月２日

姶良・伊佐地域振興局長 下村一彦
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事 業 所 指定障害福祉サービス事業者 障 害 福 祉
廃 止 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 サ ー ビ ス
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 の 種 類

リハケアウイン 姶 良 市 東  田 リハケアウイン 曽於市末吉町深 野田 秀明 平成29年 自 立 訓 練

グあいら 1442番地１ グ株式会社 川2459番地４ ４月30日 （ 機 能 訓

練 ）

大島支庁告示第８号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３第１項の規定により，次のとおり指定

障害児通所支援事業者として指定した。

平成29年５月２日

大島支庁長 鎮寺裕人

事 業 所 申 請 者 障 害 児 通
指 定 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 所 支 援 の
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 種 類

ＧＩＦＴ 奄美市名瀬末広 株式会社focus 奄美市名瀬小俣 森永真由美 平成29年 放 課 後 等

町２番25号トミ 町14番20号 ３月2 0日 デ イ サ ー

ーズビル１Ｆ ビ ス

鹿児島県公安委員会告示第49号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第20条第４項

の規定により申請のあった次の遊技機は，遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（昭和

60年国家公安委員会規則第４号）第６条の遊技機の型式に関する技術上の規格に適合している

と認めた。

平成29年５月２日

鹿児島県公安委員会委員長 野田健太郎

遊技機の種類 型式名 製造者の氏名又は名称 検定番号

ぱちんこ遊技機 ＣＲ春一番～極上の花道～ＺＹ 株式会社ソフィア 7P0296

ぱちんこ遊技機 ＣＲ春一番～極上の花道～ＺＢ 株式会社ソフィア 7P0364

ぱちんこ遊技機 ＣＲコブラ４Ｎ－Ｔ 株式会社ニューギン 7P0272

ぱちんこ遊技機 ＣＲ中川翔子～アニソンは世界を 株式会社ニューギン 7P0323

つなぐ～Ｈ８－Ｖ

ぱちんこ遊技機 ＣＲひぐらしのなく頃に～叫～Ｋ 株式会社大一商会 7P0318

Ｔ

回胴式遊技機 ハイパーリノ／ＣＣ 山佐株式会社 7S0309

回胴式遊技機 アメイジングスパイダーマンＱＧ 株式会社ミズホ 7S0032

回胴式遊技機 イノキロードトゥゴッドＭＧ 株式会社ミズホ 7S0109

回胴式遊技機 パチスロベントー／ＡＢ 株式会社バルテック 7S0170

回胴式遊技機 パチスロ閃乱カグラ／ＪＸ 株式会社オーイズミ 7S0245

公 安 委 員 会 告 示


